
熊本県における国民健康保険の

事業運営について

資料２



１ 国民健康保険制度について

２ 本県の状況と課題

３ 保険料水準の統一について

４ その他（国保制度を取り巻く最近の動き）
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１ 国民健康保険制度について

（国保が抱える構造的な課題）

・年齢構成が高く、医療費水準が高い

・所得水準が低く、保険料負担が重い

・決算補填目的の一般会計からの法定外繰入れ

・小規模保険者が多い
国保財政の安定化

保険料水準の統一
同じ所得で、同じ年齢層・ 世帯構成であれば、県内ど
の市町村でも同じ負担

H30から国保制度改革が実施

改革の二本柱
１ 国の財政支援の拡充
⇒毎年3400億円の公費支援（全国ベース）
２ 県が国保運営の中心的役割
⇒納付金・交付金の仕組みの導入、国保運営方針の策定

［
改
革
前
］

市
町
村
が
個
別
に
運
営

［
改
革
後
］

県
と
市
町
村
の
共
同
運
営

①財政規模が大きくなる
②市町村同士の支え合いの
視点が加わる

将来的には

H30～

① H30国保制度改革の概要
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改革の方向性

１．
運営の在り方
(総論)

○ 都道府県が、管内の市町村とともに、国保の運営を担う。

○ 都道府県が、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営等の中心的な
役割を担い、制度を安定化。

○ 都道府県が、統一的な運営方針として「国保運営方針」を示し、市町村が担う事務の効率化、
標準化及び広域化を推進。

都道府県の主な役割 市町村の主な役割

２．
財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業費納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

・国保事業費納付金を都道府県に納付

３．
資格管理

・国保運営方針に基づき、事務の標準化、
広域化を推進

･ 地域住民と身近な関係の中、
資格を管理(被保険者証等の発行等)

４．
保険料の決定
賦課・徴収

・標準的な算定方法等により、市町村ごと
の標準保険料率を算定・公表

・標準保険料率等を参考に保険料率を決定
・個々の事情に応じた賦課･徴収

５．
保険給付

・給付に必要な費用を、全額、市町村に支

払い
・市町村が行った保険給付の点検

･ 保険給付の決定
･ 個々の事情に応じた窓口負担減免等

６．
保健事業 ・市町村に対し、必要な助言･支援

・被保険者の特性に応じたきめ細かい保健
事業を実施

１ 国民健康保険制度について

② 県と市町村の役割分担

4



１ 国民健康保険制度について

③ 熊本県における国保運営体制
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県

【審議事項】
○ 事業費納付金の徴収
○ 熊本県国民健康保険運営方針の作成
○ その他の重要事項

【目的】 国保運営方針に基づく事項について協議等を行う。
【構成】 市町村の国保主管課長、国保連合会、県（国保・高齢者医療課、健康づくり推進課）

オブザーバー（県市長会、県町村会）等
【頻度】 ３～４回程度開催（目安：５月、８月～９月、１２月、３月）

【目的】 各部会において、事柄に応じた協議等を行い、連携会議に報告する。
【構成】 市町村の国保・国保税主管課担当者（原則１年以上の業務経験のある者）、国保連合会、

県（国保・高齢者医療課、健康づくり推進課）等
【頻度】 １～２回程度開催（協議テーマの状況次第）

連 携 会 議

検 討 部 会

報告等

熊本県
国民健康保険運営協議会

※毎年度１～２回開催

市町村

【審議事項】
○ 保険給付
○ 保険料の徴収
○ その他の重要事項

市町村
国民健康保険運営協議会連携

医療費適正化・保健事業部会
（３部会）

財政調整・保険料（税）部会
（１部会）

資格・保険給付適正化部会
（２部会）

報告等



○納付金・交付金の仕組みが新たに導入され、県に特別会計を設置

１ 国民健康保険制度について

④ 財政の仕組み

1,908億円 ※金額は、R5年度決算（②③も同様）

（558億円） （1,469億円）
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１ 国民健康保険制度について

⑤ 他制度との比較

7（出典）医療保険に関する基礎資料～令和３年度の医療費等の状況～（厚生労働省）



２ 本県の状況と課題

① 被保険者数の状況

8
（出典）国民健康保険実態調査報告（厚生労働省）
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【R5】365,212人（速報値）
※前年度から4.6％減



２ 本県の状況と課題

② 医療費の状況

（１）国保における
医療費の推移

（２）国保における
一人当たり医療費
の推移

（出典）
○ 国民健康保険事業年報
（厚生労働省）

○ 熊本県国民健康保険事業
状況報告書

9

114,230 

110,267 

107,092 

104,193 
103,058 

98,423 

102,605 
101,068 

1,887 

1,836 

1,839 

1,783 
1,778 

1,715 

1,767 
1,745 

1,650

1,700

1,750

1,800

1,850

1,900

1,950

2,000

98,000

100,000

102,000

104,000

106,000

108,000

110,000

112,000

114,000

116,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

全国 熊本県億円 億円

349,697 352,839 
362,159 367,989 

378,939 
370,881 

394,729 
403,817 

386,757 390,532 
407,810 412,222 

427,784 422,045 

445,050 
456,724 

320,000

340,000

360,000

380,000

400,000

420,000

440,000

460,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

全国 熊本県円

※R5熊本県（速報値）1,722億円

※R5熊本県（速報値）471,566円



２ 本県の状況と課題

③ 保険料（税）収納率の状況

（出典）
○ 国民健康保険事業年報（厚生労働省）
○ 熊本県国民健康保険事業状況報告書
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２ 本県の状況と課題

④ 本県における国保事業運営の課題
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被保険者の負担の公平化

支出削減
（医療費適正化、

予防・健康づくり等）

保険料水準の統一等収入増加
（収納率向上、国費獲得等）

【主な課題】

・ 保険料水準の統一に係る具体的協議

・ 収納率向上、保険給付の適正化に向けた取組の推進

・ 医療費適正化、予防・健康づくり等の更なる推進

国保財政の安定化



① 概要(1)

・ 保険料水準の統一とは、県内のどこに住んでいても、同じ所得水準、
同じ年齢層・世帯構成であれば同じ保険料（税）とすること。

※４方式：所得割・資産割・均等割・平等割、３方式：所得割・均等割・平等割、２方式：所得割・均等割

医療分保険料

所得割
7.00％

均等割21,000円

＝

平等割18,000円

1

後期分保険料

所得割
2.20％

均等割 7,000円

＝

平等割 6,000円

2

介護分保険料

所得割
1.80％

均等割 9,000円

＝
平等割 6,000円

3

医療分保険料

所得割
10.50％

均等割30,000円

＝

平等割22,000円

1

後期分保険料

所得割
3.30％

均等割 9,000円

＝

平等割 7,000円

2

介護分保険料

所得割
2.70％

均等割15,000円

＝

3A
市

B
村

医療分保険料

所得割8.00％

均等割34,000円

＝

平等割23,000円

1

後期分保険料

所得割3.00％

均等割12,000円

＝

平等割8,000円

2

介護分保険料

所得割2.50％

均等割17,000円

＝

3

統
一
後

全市町村 ※数字は仮のもの

＜2方式＞

＜2方式＞＜3方式＞ ＜3方式＞

＜3方式＞ ＜3方式＞

＜3方式＞ ＜3方式＞ ＜3方式＞

（参考）・所得割 所得に応じて算定
・資産割 資産に応じて算定
・均等割 人数に応じて（１人当たり）算定
・平等割 世帯に応じて（１世帯当たり）算定
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３ 保険料水準の統一について



（例）家族４名（夫婦２名、子ども２名）課税所得３００万円の場合
※ 固定資産はゼロ、夫婦はともに介護第２号被保険者該当で子どもは小学生とする。
※ 令和5年度に完全統一した場合の試算結果を基に算定。

【統一前】 〇 A市の場合 家族４名分の年間国保料 約７１万円
（参考）
医療分保険料 所得割 300万円×10.50％＋均等割 30,000円×４人分＋平等割 22,000円
後期分保険料 所得割 300万円× 3.30％＋均等割 9,000円×４人分＋平等割 7,000円
介護分保険料 所得割 300万円× 2.70％＋均等割 15,000円×２人分

〇 B村の場合 家族４名分の年間国保料 約４９万円
（参考）
医療分保険料 所得割 300万円×7.00％＋均等割 21,000円×４人分＋平等割 18,000円
後期分保険料 所得割 300万円×2.20％＋均等割 7,000円×４人分＋平等割 6,000円
介護分保険料 所得割 300万円×1.80％＋均等割 9,000円×２人分＋平等割 6,000円

【統一後】 〇 全市町村 家族４名分の年間国保料 約６５万円
（参考）
医療分保険料 所得割 300万円×8.00％＋均等割 34,000円×４人分＋平等割 23,000円
後期分保険料 所得割 300万円×3.00％＋均等割 12,000円×４人分＋平等割 8,000円
介護分保険料 所得割 300万円×2.50％＋均等割 17,000円×２人分

⇒ 県内のどこに住んでいても、同じ所得水準、世帯構成であれば
同じ保険料（税）を支払う。

保険料水準統一

約22万円
の差
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① 概要(2)

３ 保険料水準の統一について



【目 的】
国保加入者数の減や１人当たり医療費の増加に伴い国保の財政状況が厳しくなるこ
とが見込まれる中、被保険者の負担の公平性を確保し、国保財政の更なる安定化を
図るため保険料水準の統一に取り組む。

【課 題】
県が算定する標準保険料は一人当たり医療費の増嵩に伴い年々増加。一方、実際に
市町村で賦課する保険料はこれまで大半の市町村で据え置かれてきたのが現状であ
り、本来必要な収入（被保険者からの保険料）が確保できていない状況。

一人当たり医療費の推移

県内の保険料水準を統一し、県が保険料を示すことで、各市町村が本来必要
な収入（保険料）を確保し、国保財政の安定化を図る。

３ 保険料水準の統一について

② 目的・課題
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３ 保険料水準の統一について

③ 熊本県国民健康保険運営方針における主な規定
第１章 市町村における保険料(税)の標準的な算定方法及びその平準化

２ 財政収支の考え方 （３）目標・取組

③ 赤字削減・解消計画の内容、目標年度の設定等

（略）なお、目標年度の設定に当たっては、適切な目標を定めて、計画的かつ段階的に取組を進めることとしますが、保険料水準の統一を

見据え、遅くとも令和11年度（2029年度）までには赤字を解消することを目指した計画を策定することとします。（略）

第２章 市町村における保険料(税)の標準的な算定方法及びその平準化

１ 保険料水準の統一に向けた検討・取組 （３）目標・取組

令和９年度（2027年度）に国保事業費納付金・標準保険料率算定ベースで統一し、令和12年度（2030年度）に実際の保険料率

統一（完全統一）を目指します。また、統一に向け、次のとおり、検討・取組を進めます。

① 令和８年度（2026年度）までに全市町村が医療分及び後期分は３方式、介護分は２方式に統一します。

② 納付金の算定に当たって、各市町村の医療費水準を反映していますが、令和６年度（2024年度）から医療費水準反映係数αを0.5

とし、令和９年度（2027年度）からはαを０（ゼロ）とします。

③ 平成30年度（2018年度）の国保制度改革前から上昇した保険料について、一定割合を超える場合に行っていた激変緩和措置を

段階的に縮小し、令和８年度（2026年度）までに終了します。

④ 保険料水準の統一に向けたロードマップを運営方針に位置づけます。（別紙）なお、当該ロードマップは、必要に応じ、市町村と協

議した上で見直す場合があります。

⑤ 保険料水準の統一に係るワーキンググループ等を必要に応じ、設置・開催します。

⑥ 保険料水準の統一に係る被保険者への広報・周知について、県と市町村で連携して取り組みます。

２ 標準的な保険料(税)算定方式 （３）目標・取組

県内市町村において、令和８年度（2026年度）までに、算定方式や賦課限度額を県が示す方式・限度額に統一します。

また、応能割と応益割の賦課割合を令和９年度（2027年度）から、国が示す所得係数β：１とします。（略）



３ 保険料水準の統一について

現在、市町村と保険料水準統一に向けた具体的協議を進めているところ
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④ 統一までのロードマップ（国保運営方針掲載）
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４ その他（国保制度を取り巻く最近の動き）

③ 子ども・子育て支援関連

・Ｒ４.４ 子どもの均等割保険料（税）の軽減
未就学児の均等割保険料（税）を5割軽減

・Ｒ５.４ 出産一時金の支給額引き上げ
４２万円から５０万円に引き上げ
後期高齢者医療制度が７％負担

・Ｒ６.４ 産前産後期間における保険料（税）免除
４か月間の均等割、所得割の保険料（税）を免除

・Ｒ８.４ 子ども・子育て支援金制度の開始

① マイナ保険証への移行

・Ｒ６.１２.２ 健康保険証発行終了

（マイナ保険証を基本とする仕組みに移行）

※マイナ保険証をお持ちでない方等については、保険者が「資格確認書」を交付

② 高額療養費制度の見直し

・Ｒ７.８ 自己負担限度額の見直し（R7年8月、R8年8月、R9年8月）

所得区分の細分化（R8年8月）


